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はじめに

冷水病は、本来、北米のサケ・マス類に発生する病気として知られていた。

低水温期に発生することから、冷水病と呼ばれたものである。我が国のアユで

は昭和 62 年に養殖場において初めて発生が確認され、その後、全国的に養殖

場や河川において発生が確認されるようになった。

このため、平成 6 年度から関係都府県の研究機関や全国内水面漁業協同組合

連合会等を構成員とし、アユ冷水病に関する検討会や協議会を開催し、共同研

究及びまん延防止対策を実施するととに、平成 20 年 3 月に「アユ冷水病防疫

に関する指針」を策定した。

さらに、平成 20 年度からは「アユ疾病対策協議会」として対象疾病を拡大

し、冷水病に加え、平成 19 年に日本では初めて天然河川において発生したエ

ドワジエラ･イクタルリ感染症や、養殖場において問題となっていた異型細胞

性鰓病にも取り組み、その診断法や予防法等の研究成果について、「アユ冷水

病防疫に関する指針」を改定し、今般、「アユ疾病に関する防疫指針」として

取りまとめを行った。

アユ疾病対策を効果的に推進するためには、アユ養殖関係者、輸送関係者、

漁業協同組合等の放流者、釣り人や漁業者、オトリ販売者等の関係者の理解と

協力が不可欠である。本指針が、これら関係者によるアユ疾病対策の普及・啓

発資料として活用され、現場におけるアユ疾病の発生予防及び発生時の適切な

対応のための手引きとなることを期待する。
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